
ＤＶは、犯罪となる行為をも含む重大な人権侵害です。

藤枝市配偶者等からの暴力防止及び被害者支援に関する基本計画 

〖第3次藤枝市DV防止基本計画〗 
（概要版） 

 

令和５年度から令和８年度までの４年間とします。
なお、計画期間中においても、DV防止法の改正及び基本方針の見直し並びに第６次総合計画策定に合わせた
見直しを必要に応じて行っていきます。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DV（ドメスティック・バイオレンス）とは････ 

暴力の種類 

 

＜身体的暴力＞ 
殴る、蹴る、平手打ち、髪を持って引きずり

まわす、物を投げつける、突き飛ばす、首

を絞める、包丁を突きつける などの行為 

＜精神的暴力＞ 
無視する、「両親を殺すぞ」、「別れた

ら自殺する」などと脅す、大きな声や

もの音を立てて脅す（脅迫する）、のの

しりバカにする、常時監禁状態におく 

などの行為 

＜社会的暴力＞ 
親や家族、友人などと連絡を取らせない、

自由に外出させない、携帯電話の履歴や

メールを細かくチェックする、などの行為 

＜性的暴力＞ 
性行為を強要する、避妊に

協力しない、無理やり裸にし

て写真を撮る、無理やりポル

ノ画像を見せる などの行為 

＜経済的暴力＞ 
生活費を渡さない・使わせ

ない、働きに行くことを禁

ずる、家庭の収入を一切

知らせない、借金を強要す

る、妻の収入や貯金を勝

手に使う などの行為 

＜子どもを巻き込む暴力＞ 
子どもの前で暴力（面前 DV）を振るう、罵る、バカにする、子どもに悪口をふきこむ 

などの行為 

 
直接暴力を受けていなくても、暴力を目撃することで恐怖と極度となる緊張をもたら

し、不眠や頭痛などの身体症状やひきこもりなどの症状をあらわすことがあります 

【国】 

配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護

等のための施策に関する基本的な方針 

【県】 

第五次静岡県 

ＤＶ防止基本計画 藤枝市DV防止基本計画 

藤枝市男女共同参画第4次行動計画 

第５次藤枝市地域福祉計画 

第2期藤枝市子ども・子育て支援事業計画 

第2次藤枝市犯罪被害者等支援推進計画 

その他個別計画 指針 

連携 

第６次藤枝市総合計画 

指針 

連携 

 


